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地域における医療・介護の連携強化に関する調査研究について
平成28年度予算案額
３４百万円（推進枠）

地域医療介護総合確保推進法に基づき、本年度から都道府県において地域医療構想の策定が進められている
が、病床機能の分化・連携を円滑に進めていくためには、入院後早期から地域生活を見据えた退院支援を行うこ
とにより、適切な在宅医療・介護サービス等につないでいく必要がある。
本調査研究は、平成30年度の診療報酬・介護報酬の同時改定も視野に入れつつ、効率的かつ効果的な退院
支援を行うための連携の在り方について課題分析・提言等を行うとともに、在宅医療介護サービスの効率的かつ適
正な提供に関する調査研究を行い、医療・介護の一体的な改革を推進することを目的とする。

目 的

病床機能の分化・連携が進められる中で、現在、多くの医療機関で退院支援室等の設置や医療・介護の多職種
によるカンファレンスの実施等が行われており、こうした取り組みを診療報酬や介護報酬においても一定程度評価
している。しかし、こうした支援に携わる人材や組織は様々であり、また、報酬の活用状況にも差がある。このため、
本調査研究では、医療機関等への調査を通じて、退院支援に関わる部門・人材や退院支援のプロセスの実態把
握と課題分析を行うことを通じ、好事例を横展開するための手引きの策定や、より効果的な評価の在り方について
提言を行う。

【事業１】 効率的かつ効果的な退院支援を行うための連携の在り方に関する調査分析

現在、一部の先進的な事業者等においては、スマートフォンなど比較的低コストのＩＣＴ基盤を活用して、在宅医療
介護の従事者等がリアルタイムで情報共有やモニタリングを行い、ケアプランのチェック等に活用する等の取組が行
われている。
本調査研究では、こうした先進事例の収集・分析等を行い、ＩＣＴを活用した効率的かつ適正な在宅医療介護
サービスの提供体制に関する提言を行う。

【事業２】 ＩＣＴを活用した在宅医療介護サービスの効率的かつ適正な提供に関する調査研究

１
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診療報酬改定について

平成２８年度の診療報酬改定は、以下のとおりとする。

１．診療報酬本体 ＋０．４９％

各科改定率 医科 ＋０．５６％
歯科 ＋０．６１％
調剤 ＋０．１７％

２．薬価等
① 薬価 ▲１．２２％
上記のほか、・市場拡大再算定による薬価の見直しにより、▲０．１９％

・年間販売額が極めて大きい品目に対応する市場拡大再算定の特例の実施により、
▲０．２８％

② 材料価格 ▲０．１１％

なお、上記のほか、新規収載された後発医薬品の価格の引下げ、長期収載品の特例的引下げ
の置き換え率の基準の見直し、いわゆる大型門前薬局等に対する評価の適正化、入院医療におい
て食事として提供される経腸栄養用製品に係る入院時食事療養費等の適正化、医薬品の適正使用
等の観点等からの１処方当たりの湿布薬の枚数制限、費用対効果の低下した歯科材料の適正化の
措置を講ずる。

平成27年12月21日報道発表２
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国保の財政安定化基金（案）

都道府県・市町村

貸付

交付

財
政
安
定
化
基
金

（
都
道
府
県
に
設
置
） 償還

給付増分

保険料で賄う部分

保険料
未納分

※ 創設時

○ 財政の安定化のため、給付増や保険料収納不足により財源不足となった場合に備え、一般財源から
の財政補填等を行う必要がないよう、都道府県に財政安定化基金を設置し、都道府県及び市町村に対
し貸付・交付を行うことができる体制を確保する。

○ 貸付・・・各年度、財源不足額を貸付。原則３年間で償還（無利子）

○ 交付・・・特別な事情が生じた場合、モラルハザードが生じないよう留意しつつ、財源不足額のうち保
険料収納不足額×１／２以内を交付

特別な事情に該当する場合 ･･･災害、景気変動等（詳細は、今後地方と協議の上、政省令で規定）

１．趣旨

２．内容

○ 2,000億円規模をめざし、国費で創設・順次積増しすることとし、平成27年度は200億円、平成28年度
は約400億円（予算案）を措置。

○ 交付分に対する補填は各都道府県が基金の適正規模を判断して決定。
※国・都道府県・市町村（保険料。按分の在り方については引き続き検討）で１／３ずつ補填

３．基金規模等

保険料

国

※詳細は引き続き地方と協議
３－①
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○ 高齢者医療運営円滑化等補助金を拡
充。

○ 既存分に拡充分109億円を加えた約
308億円規模の補助金により、被用者
保険者の前期高齢者納付金、後期高
齢者支援金等の負担軽減を実施。

○ 現在、保険者の支え合いで実施している拠
出金（後期高齢者支援金、前期高齢者納付
金）負担の特に重い保険者の負担軽減策の
対象を拡大し※1、拡大分に該当する保険者
の負担軽減の費用は、保険者の支え合い※2

と国費で折半する。（約100億円）

※１ 拡大分は、国費を投入することから、財政力(総
報酬)が平均以下の保険者に限定

※２ 保険者の支え合い部分に各保険者の医療費水
準を反映

（参考）平成27年度（予算額：１０９億円）

○ 高齢者医療運営円滑化等補助金を段階的
に拡充し、前期納付金負担の負担増の緩和
のため、所要保険料率※の高い上位の被用
者保険者等の負担軽減を実施。(約600億円)

※ 総報酬に占める前期納付金の割合

被用者保険の拠出金に対する支援

○被用者保険の負担が増加する中で、拠出金負担の重い被用者保険者への支援を実施する。

○具体的には、平成27年度から高齢者医療運営円滑化等補助金を段階的に拡充し、前期高齢者納付金の負担軽減を図り、平
成29年度から拠出金負担が重い保険者への負担軽減対策の対象を拡大し、拡大分に該当する保険者の負担を保険者相互
の拠出と国費の折半により軽減する。

②平成29年度（所要見込額：約７００億円）

（参考）現行の「高齢者医療運営円滑化等補助金」（平成27年度）

１．趣旨

○ 被用者保険者の高齢者医療に係る拠出金負担が大幅に増加している状況にかんがみ、その緩和を図り、制度の円

滑な実施を確保する。

２．助成対象保険者

① 総報酬（標準報酬総額）に占める拠出金（後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、退職者医療拠出金）の割合（所要

保険料率）が、健康保険組合平均の１．１倍を超え、被保険者１人当たり総報酬が健保組合平均より低い（平成27年度

年560万円未満）保険者

② 加入者一人当たり前期高齢者納付金について、団塊世代の前期高齢者への移行前の平成23年度から平成27年度

への伸びが大きい保険者

３．助成方法

○ 所要保険料率や前期納付金負担の伸びに応じて助成(負担が重い保険者に高い助成率を適用)する。

①平成28年度（予算案：２２１億円）

○ 高齢者医療運営円滑化等補助金を
更に拡充。

○ 既存分に、適用拡大に伴う財政支援
を含めた拡充分の221億円を加えた約
381億円規模の補助金により、被用者
保険者の負担軽減等を更に拡充。

平成28年度予算案：３８１億円
（平成27年度予算額：308億円）

○ 既存分に拡充分約700億円を加えた約820
億円規模の財源により、被用者保険者の負
担軽減を実施予定。

４
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最先端医療技術等の迅速・適切な評価推進事業（費用対効果）

○ 「経済財政運営と改革の基本方針2015」において、「医薬品や医療機器等の保険適用に際して費用対効果を考慮すること
について、平成28 年度診療報酬改定において試行的に導入した上で、速やかに本格的な導入をすることを目指す」とされ
ている。

要望背景

2016（平成28）年度に医薬品・医療機器等の費用対効果評価を試行的に導入する必要

○ 2016（平成28年度）における費用対効果評価の試行的導入として、財政影響が大きい医薬品・医療機器等について、価格
の算定等に活用することを目的に、費用効果分析を実施する。
※ 企業の提出したデータ等については、大学や研究機関等との連携を図りつつ、再分析等の検証を実施する。

○ 医薬品・医療機器等の費用効果分析を効率的に進めるため、QOL等の効果指標等のデータ収集及び費用評価に関する体
制整備を行う。

○ 試行的導入後の推移を見ながら、本格的な導入に向けて、中央社会保険医療協議会費用対効果評価専門部会での議論
を継続する。

事業概要

企業による医薬品・
医療機器等のデータ
収集と費用効果分析

大学や研究機関等と連
携しつつ、再分析等の

検証を実施

QOL等の効果指標等のデータ収集及び費用評価に関する体制整備

価格算定等に活用し、医
薬品・医療機器等をより

適切に評価

平成28年度試行的導入（案）

本格的な導入
に向けて、中
医協での議論
を継続必要に応じてデータを利活用

28年度予算額 ：１．６億円
（27年度予算額：1.5億円）

5
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〈患者申出療養としては初めての医療を実施する場合〉 〈既に患者申出療養として前例がある医療

を他の医療機関が実施する場合（共同研究の申請）〉

患者申出療養評価会議（仮称）による審議

患者申出療養の実施

原
則
６
週
間

患者から国に対して申出
（臨床研究中核病院が作成する書類を添えて行う）

患者からの申出に係る相談

● 医療法の臨床研究中核病院（※）又は
患者申出療養の窓口機能を有する
特定機能病院（全国86カ所）に対して
申出に係る相談を実施

● 特定機能病院が患者の申出に係る相談を
受けた場合は、臨床研究中核病院に共同
研究の実施を提案。

※質の高い臨床研究を実施できる拠点として
厚生労働大臣が個別に承認。

かかりつけ医等
と相談

● 臨床研究中核病院は、特定機能病院やそれ以外の
身近な医療機関を、協力医療機関として申請が可能

● 安全性、有効性、実施計画の内容を審査
● 医学的判断が分かれるなど、6週間で判断できない場合

は全体会議を開催して審議

前例を取り扱った臨床研究中核病院

● 身近な医療機関に対して
前例を取り扱った臨床研究
中核病院に対する申出に
係る相談を実施

原
則
２
週
間

患者から臨床研究中核病院に対して申出

● 臨床研究中核病院は国が示した考え方を
参考に、患者に身近な医療機関の実施体制
を個別に審査

● 臨床研究中核病院の判断後、速やかに地方
厚生局に届出

身近な医療機関で患者申出療養の実施

臨床研究中核病院
協力医療機関
として追加

かかりつけ医等
と相談

●かかりつけ医等と
適宜連携

●最初から協力医療
機関としての申請も
可能

患者からの申出に係る相談

● 申出を受けた臨床研究中核病院又は特定機能病院に加え、
患者に身近な医療機関において患者申出療養が開始

● 対象となった医療及び当該医療を受けられる医療
機関は国がホームページで公開する

既に実施している
医療機関

患者申出療養の創設

○国内未承認の医薬品等を迅速に保険外併用療養として使用したいという患者の思いに応えるため、患者から
の申出を起点とする新たな保険外併用療養の仕組みとして、患者申出療養を創設（平成28年度から実施）

5
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患者申出療養に関する経費について

「日本再興戦略」改訂2015（平成27年6月30日閣議決定）
（「患者申出療養」の創設）

国内未承認の医薬品等を迅速に保険外併用療養として使用したいという患者の思いに応えるため、患者からの申出を起点と
する新たな保険外併用療養の仕組みとして、「患者申出療養」を創設（2016 年４月施行）すること等を内容とする法律案を本年３
月に国会に提出、５月に成立、公布された。

（１）候補となる医療に関する薬剤等についての情報収集
① 候補となる薬剤を用いた臨床試験計画等の作成
② 候補となる医薬品等のリスト作成

（２）患者の申出に係る相談に関する業務
① 相談マニュアルの作成
② 相談員研修の実施

○ 患者が必要とする医薬品等の情報の準備
○ 臨床研究中核病院等への負担軽減
○ 患者の相談に係る準備

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対す
る 附帯決議（抄） 平成二十七年五月二十六日 参議院厚生労働委員会
五、患者申出療養について
１ 患者申出療養については、患者からの申出が適切に行われるよう、患者が必要とする医薬品等の情報を容易に入手できる

環境を整備するとともに、製薬企業から不適切な関与が起きないことを担保しつつ、医学的に適切な判断に基づいて、ヘル
シンキ宣言及び「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づく臨床研究等として、患者申出療養が実施されるよう、
患者等に対する相談体制及び倫理審査体制の整備、利益相反の適切な管理等必要な措置を講ずること。

４ 患者申出療養においては、円滑な制度の運用に資するため、負担が重くなる臨床研究中核病院等の医療機関に対し、必要
な支援措置を講ずるとともに、患者申出療養に関わる医療従事者等が長時間労働にならないようにするなど、医療従事者等
の負担について十分な配慮を行うこと。また、関係学会等に協力を要請し、患者申出療養において申出が予想される医薬品
等のリスト化を行うなど、申請作業の迅速化及び効率化が図られるよう、所要の措置を講ずること。

《 求められる対応 》
《 具体的な事業 》

5

8



レセプト・健診情報等を活用したデータヘルスの推進事業

【宣言2】糖尿病性腎症の
重症化予防等

【宣言4・5】健康経営・
健康宣言運動事業等

【宣言6】ICTを活用した個人に
最適化された情報提供等事業

○多くの保険者が先進的なデータヘルス事業
を抵抗感なく導入し、事業運営ができるよう
に、先進的なデータヘルス事業について、そ
の事業構成や実施体制、実施過程の検証作業
までのPDCAサイクルを体系的に整理して
パッケージ化し、全国的な横展開を推進する。

全国の保険者に展開

【宣言3】被扶養者の健診
受診率向上事業等

○大学や保険者、地域の関係機関と連携し
データヘルス事業の実践的なカリキュラムの
開発や、潜在保健師などを活用してデータヘ
ルス事業に明るい人材を育成し、データヘル
ス事業の導入、運営に係る環境整備を図る。

○データヘルス事業の運営に十分な資源を投
入できない中・小規模の保険者であっても持
続的に事業運営ができるよう、事業導入に係
る初期費用を補助する。

（１）先進的なデータヘルス
事業のパッケージ化

（２）データヘルス事業の導入、
運営のための人材育成・
環境整備

（３）中小規模・財政難保険者へ
の支援及び初期費用の補助

先進的な保険者に限らず、中・小規模の保険者も等しく効率的かつ効果的なデータヘルス事業を導入し、運営ができるよう、先
進的なデータヘルス事業を体系的に整理、パッケージ化して全国的に横展開を推進するとともに、大学や保険者、地域の関係機
関と連携し実践的なカリキュラムの開発、潜在保健師の活用などを通じて、データヘルス事業の導入、運営等に係る環境整備を
図る。

保険者
大学
民間事業者等

平成28年度予算（案）額：２．８億円

【宣言1】予防インセンティブを活
用した保健事業等

６－①－ア
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平成26年度より全ての医療保険者においてレセプト・特定健診等データを活用した効果的・効率的な保
健事業実施のための計画（データヘルス計画）を策定し、平成27年度から当該計画に基づいた保健事業が
実施されることとなる。
国においては、平成26年度までに、基盤となるデータ分析システムの整備、保健事業の指針の改正、

データヘルスモデル計画の策定・普及の支援を行っているところである。
今後もデータヘルスが円滑に実施され定着するために、医療保険者が実施したデータヘルス事業につい

て、事業実施状況の把握を行った上で、保険者規模・種別等に応じて総合評価するための評価基準案の作
成を行うための経費を補助する。

【事業内容のイメージ図】

【事業内容】
○ 事業の評価方法を検討し、評価基準を策定する。
○ データヘルス計画及び事業実施状況をとりまとめ、好事例集の作成等。

平成26年度 平成27年度 平成28年度・平成29年度

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス

※
推
進
事
業

データヘルス
計画の策定

データヘルス（データヘルス計画に基づく保健事業）の実施

データヘルスモデル
計画の策定

データヘルス（データヘルス計画に基づく保健事業）の実施

・計画評価検討会の設置
→計画評価基準(案)の作成

・26年度事業結果のとりまとめ
→アドバイスシートの作成、仮評価の実施

【モデル事業実施保険者】

【その他の保険者】

・被用者保険に共通する評価基準の策定
・毎年度事業結果のとりまとめ

平成28年度予算（案）額：１５百万円

データヘルスの効果的な実施推進事業６－①－ア
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保健師等による

・データヘルス計画策定への助言

・具体的な保健事業の取組の提示

・保健事業の評価・分析

・市町村職員等への研修 等

全国の

国保連合会

レセプト・健診情報等を活用した保健事業(データヘルス)の推進

■ 市町村国保等は、平成26年度以降、順次、データヘルス計画（※）を作成・公表し実施することとなっている。

※ 「データヘルス計画」とは、データヘルス事業をPDCAサイクルで実施するための事業計画

＜データヘルス事業を推進するための取組み＞

○ 国保データベースシステム（KDBシステム）を活用したデータ分析

・ 市町村国保等における医療費分析や保健事業の計画の作成・実施等を支援するためのシステム（KDBシステム）が平成25

年10月より稼働。47都道府県の市町村国保等で利用されている。（平成27年4月現在の利用率約95%）

・ KDBシステムを活用し、自らの地域の健康状態の特徴を把握し、優先すべき健康課題を明確化し、被保険者をリスク別に

分け、個人に対する効果的・効率的な保健事業を実施する。

○ 市町村国保等の取組を支援するための体制整備（国保・後期高齢者ヘルスサポート事業）

・ 市町村国保等におけるデータヘルスの取組を支援するため、有識者等からなる支援体制を中央・都道府県レベルで整備

するとともに、市町村や国保連合会における職員への研修等を実施。

保険者（市町村国保等）

〈 データヘルス計画 〉

Plan（計画） Do（実施）

Check（評価）Act（改善）

・データ分析に基づく事業の立案 ・保健事業の実施

・データ分析に基づく効果
測定・評価

・次サイクルに向けて修正

○ＫＤＢシステム

※ KDBシステムとは、「健診・

保健指導」、「医療」、「介護」

の各種データを利活用して、

「統計情報」や「個人の健康

に関するデータ」を作成する

システム。

国保中央会

支
援

データヘルス計画の作成支援

・ 支援・評価に関するガイドラインの策定

・ 国保連の支援・評価結果を分析

・ 好事例の情報提供

・ 国保連合会職員・保健師等への研修 等

平成28年度予算（案）額 2.8億円
（国保：2.7億円 後期：0.1億円）

６－①－ア
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特定健診・保健指導における医療費適正化効果検証事業

【医療費適正化効果検証事業スケジュール】

平成28年度予算（案）額
６５百万円

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

身体指標及び
保健指導レベル等の
改善状況の検証

医療費適正化効果等の検証

レセプト情報・特定健診等情報データベース（ＮＤＢ）のデータを用いて、特定健診・保健指導（以

下「特定健診等」という。）による検査値の改善効果・行動変容への影響、医療費適正化効果について

分析し、特定健診等の施策の効果を検証する。

平成27年度においては、上記の効果検証の他に、特定保健指導の実施方法等の効果検証や、保険者に

おける特定健診・保健指導の医療費適正化効果を推計するための推計ツールの作成、医療費適正化計画

の見直しを行っている。

平成28年度以降、ＮＤＢデータを用いた都道府県医療費適正化計画を策定するための詳細なデータ

セット作成や、特定健診等による検査値等の改善効果及び医療費適正化効果の分析等を継続的に実施す

るための体制を整備する。

継続的な効果検証の実施

保険者用の特定健診・保険指導
医療費適正化効果推計ツールの

作成

医療費適正化基本方針の見直し・データセット作成等

６－①－ア
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高齢者の保健事業のあり方検討事業

経済財政運営と改革の基本方針２０１５（平成27年６月30日閣議決定）

（１）モデル事業のサポート
広域連合・市町村において実施しているモデル事業の内容の充実を図るため、情報コーディネートを行い、また、関係者間でメーリングリストを作

成し、随時情報共有・進捗状況の把握を行うとともに、有識者によるモデル事業へのスーパーバイズを行うなど各事業の効果的かつ円滑な推進を
サポートする。

（２）好事例の全国展開
先駆的・効果的と思われるモデル事業の好事例を、全広域連合に周知し、保健事業の新たな展開を図る。

（３）上記コンサルタントへの委託により実施

平成28年度予算案：０．１億円（新規）

１．「後期高齢者の保健事業のあり方検討ワーキングチーム（仮称）」の設置
→「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」の下に設置予定

２．保健事業を行う各主体のサポートシステムの構築

＜経緯・目的＞
後期高齢者の保健事業については、高齢化の進展に伴い医療費が増加している中、医療費適正化対策として重要性が増していることに鑑

み、 「後期高齢者の保健事業のあり方検討ワーキングチーム（仮称）」の設置・保健事業を行う各主体のサポートシステムの構築を通じて、
より効果的な実施方法を検討する。

（１）検討内容・スケジュール案

①モデル事業の効果検証

モデル事業を行っている広域連合又は市町村を数カ所選定し、実施している事業の効果検証を行う

②保健事業実施のためのガイドライン（案）の作成

各広域連合が保健事業を実施する際に参照するガイドライン（案）を作成・周知する

③平成２８年度中に４回の開催を予定

（２）検討委員メンバー

学識経験者、保険者（後期高齢者医療広域連合）代表、地方自治体代表等

（３）事務局の設置（外部委託）
ワーキングチームの運営にあたっては、外部（民間シンクタンク等）へ委託

（インセンティブ改革）
民間事業者の参画も得つつ高齢者のフレイル対策を推進する。

（公的サービスの産業化）

民間事業者も活用した保険者によるデータヘルスの取組について、中小企業も含めた企業による健康経営の取組との更なる連携を図り、健康増進、
重症化予防を含めた疾病予防、重複・頻回受診対策、後発医薬品の使用促進等に係る好事例を強力に全国に展開する。

６－①－ア
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○保険者協議会における保健事業の効果的な実施支援事業
平成28年度予算（案）額：１．０億円

【背景】
○ 都道府県ごとに健康水準や医療費水準に格差がある中で、都道府県単位で医療保険者等が共通認識を持ち、行政
等の協力を得ながら、健康づくりの推進等について対応を行うことが求められている。また、生活習慣病対策のう
ち、特に被用者保険の被扶養者等に対する対策については、職域保健・地域保健が連携して取り組む必要がある。

○ このため、医療保険者等の連携協力を円滑に行うため、都道府県内の医療保険者等を構成員として、都道府県ご
とに保険者協議会を設置している。

○ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律において、都道府県
が医療計画を策定又は変更する際には、あらかじめ、保険者協議会の意見を聴かなければならないこととされた。
（施行日：平成27年４月１日）

○ また、平成27年度の医療保険制度改革の中に、都道府県が医療費適正化計画を策定する際は保険者協議会に協議
しなければならないことが盛り込まれたところである。（施行日：平成28年４月１日）

【保険者協議会が行う業務】
◇医療計画、医療費適正化計画への意見提出

医療計画（地域医療構想）、医療費適正化計画への意見提出を行うための専門家等を活用したデータ分析、意見聴取

◇データヘルスの推進等に係る事業
保険者等が実施するデータヘルス（健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業）の推進を図るために実施

する事業等

◇特定健診等に係る受診率向上のための普及啓発
特定健診等の受診率向上のため、保険者が共同して積極的な普及・啓発を行う

◇特定健診等に係る実施率向上のための円滑な実施
保険者への情報提供を迅速かつ効率的に実施するためのHPの作成等

◇特定保健指導プログラム研修等の実施
特定保健指導を行う医師、保健師及び管理栄養士等に対するプログラム習得のための研修の実施

◇特定保健指導実施機関の評価
◇特定健診と各種検診の同時実施の促進

６－①－イ
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糖尿病性腎症患者重症化予防の取組への支援

（事業内容）
○ 糖尿病性腎症の患者であって、生活習慣の改善により重症化の予防が期待される者に対し
て、保険者が実施する医療機関と連携した保健指導等を支援する。

○ 糖尿病性腎症の患者であって、人工透析導入前段階の者を対象者とする。

＜実施例＞

被保険者

・レセプトデータ
・特定健診データ

主治医

・健診データとレセプトデータ
から選定した対象者の事業参加に
ついて主治医に確認

・治療
・重症化予防事業への参加勧奨

保険者

・重症化予防事業への参加

・主治医から了解の得られた被保険者に対して、
重症化予防事業を案内

平成28年度予算（案）額：０．４億円

（背景） 日本再興戦略において、「糖尿病性腎症患者の人工透析導入を予防する重症化予防 事業等の
好事例について、来年度内に横展開を開始できるよう、概算要求等に反映させる。」、「保険者におい
て、ICTを活用してレセプト等データを分析し、加入者の健康づくりの推進や医療費の適正化等に取り
組む好事例の全国展開を図る。」と示されており、本事業により、 重症化予防事業の全国展開を図る
必要がある。

６－②－ア
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後発医薬品の使用促進を図るために、保険者が実施する後発医薬品利用差額通知の送付、後発医薬品希望シール・カードの作成及び配付、後発医薬
品の普及・啓発に係るリーフレット等の作成等。

※経済財政運営と改革の基本方針2015
後発医薬品の数量シェアの目標値は、平成29年央に70%以上、平成30年度から平成32年度末までの間のなるべく早い時期に80％以上に引き上げ。

○後発医薬品利用差額通知
・後発医薬品への切り替えを促進するため、後発医薬品に切り替えた場合の薬代の自己負担軽減額を通知

○後発医薬品希望シール・カード
・後発医薬品の希望を医師や薬剤師に伝えやすくするため｢希望シール｣又は「カード｣を作成し、被保険者へ配布又は市町村窓口に設置

【参考（実施広域連合数】

事業概要

（公的サービスの産業化）

民間事業者も活用した保険者によるデータヘルスの取組について、中小企業も含めた企業による健康経営の取組との更なる連携を図り、健康増進、
重症化予防を含めた疾病予防、重複・頻回受診対策、後発医薬品の使用促進等に係る好事例を強力に全国展開する。

保険者

被保険者

医療機関

処方箋

薬局国保連合会・支払基金

※削減効果の高い被保険者を抽出

（例）減額効果が１回あたり２００円以上あ
り、かつ慢性疾患被保険者等

通知書

⑦差額通知の郵送
①受診

③審査・支払

④請求・支払

⑤レセプトデータの提供

⑥
対象者の抽出※
差額通知の作成

⑧効果検証データ

経済財政運営と改革の基本方針２０１５（平成27年６月30日閣議決定）

②処方レセプト

国保連合会・専門業者

○後発医薬品の使用促進
平成28年度予算案 ２．５億円
（平成27年度予算：２．４億円）

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度（見込み）

後発医薬品希望カードの配布 ６（13%） ２８（60%） ４１（87%） ４６（98%） ４７（100%） ４７（100%） ４７（100%）

後発医薬品利用差額通知の送付 １（2%） １（2%） ２（4%） １９（40%） ３４（72%） ４３（91%） ４６（98%）

６－②－イ
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・レセプト情報から
対象者を抽出

・訪問後の効果測定

①レセプト等情報により選定した重複・頻回受診者等に対して、保健師等による訪問指導を実施することにより、適正受診の促進を図る。
②レセプト等情報により選定した重複・多量投薬者等に対して、地域薬剤師会の協力を得て、薬剤師等による訪問指導及びその結果を処方

医、薬局へのフィードバックを行うことにより、医薬品の適正使用の推進を図る。
③レセプト等情報により選定した重複・多量投薬者等に対して、医薬品の適正使用について周知広報（飲み残し、飲み忘れ防止等）を行う。
※①と②の対象者は重なることが想定されるため、その場合には、保健師と薬剤師とがチームで訪問指導を行う。
※訪問指導後は、レセプト等情報により改善状況を把握し、効果を検証するとともに、必要に応じて再訪問等を実施する。
※訪問指導対象者の選定基準（例）

重複受診・・・・・・・３ヶ月連続して、１ヶ月に同一疾病での受診医療機関が３箇所以上
頻回受診・・・・・・・３ヶ月連続して、１ヶ月に同一医療機関での受診が１５回以上
重複投薬・・・・・・・３ヶ月連続して、１ヶ月に同一薬剤又は同様の効能・効果を持つ薬剤を複数の医療機関から処方
併用禁忌・・・・・・・同一月に複数の医療機関で処方された薬剤に併用禁忌薬がある
多量投薬・・・・・・・同一月に１０剤処方以上もしくは３ヶ月以上の長期処方を受けている

事業概要

（医療・介護提供体制の適正化）

外来医療費についても、データに基づき地域差を分析し、重複受診・重複投薬・重複検査等の適正化を行いつつ、地域差の是正を行う。

（公的サービスの産業化）

民間事業者も活用した保険者によるデータヘルスの取組について、中小企業も含めた企業による健康経営の取組との更なる連携を図り、健康増進、重

症化予防を含めた疾病予防、重複・頻回受診対策、後発医薬品の使用促進等に係る好事例を強力に全国展開する。

経済財政運営と改革の基本方針２０１５（平成27年６月30日閣議決定）

国保連合会

広域連合

被保険者

専門業者

市町村

事業
委託

訪問
指導

保健師
薬剤師等

重複・頻回受診者、重複投薬者等への保健師、薬剤師等による訪問指導

平成28年度予算案 ０．９億円
（平成27年度予算：１．９億円）

平成26年度～

平成27年度～

６－②－ウ
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高齢者の低栄養防止・重症化予防等の推進

被保険者

訪問看護ステーション

保健センター 地域包括支援センター

薬局診療所・病院

専門職
・低栄養
・転倒、サルコペニア
・尿失禁
・軽度認知障害（MCI）

・食欲の低下
・活動量の低下（社会交流の減少）
・筋力低下
・認知機能低下
・多くの病気をかかえている

（参考）高齢者の特性（例：虚弱（フレイル））

閉じこもり、孤食

意欲･判断力や
認知機能低下、
うつ

低栄養・転倒の増加
口腔機能低下

精神的身体的

フレイルの多面性

加齢とともに、心身の活力（例えば筋力や認知機能等）が低下し、生活機
能障害、要介護状態、そして死亡などの危険性が高くなった状態。

加齢に伴う変化

社会的

危険な加齢の兆候（老年症候群）

○ 低栄養、筋量低下等による心身機能の低下の予防、生活習慣病等の重症化予防のため、高齢者の特性を踏まえた保健指導等を実施。

○ 後期高齢者医療広域連合において、地域の実情に応じて、地域包括支援センター、保健センター、訪問看護ステーション、薬局等を活用し、課題に
応じた専門職（管理栄養士、歯科衛生士、薬剤師、保健師等）が、対応の必要性が高い後期高齢者に対して相談や訪問指導等を実施。

〈例〉 ・低栄養、過体重に対する栄養相談・指導 ・摂食等の口腔機能低下に関する相談・指導 ・外出困難者への訪問歯科健診
・複数受診等により服用する薬が多い場合における服薬相談・指導 等

推進のための事業イメージ

適切な介入･支援により、生活機能の維持向上が可能。

低栄養・過体重、
摂食等の口腔
機能、服薬など

訪問指導

相談

平成28年度予算案 ３．６億円（新規）経済財政運営と改革の基本方針２０１５（平成27年６月30日閣議決定）

（インセンティブ改革）
民間事業者の参画も得つつ高齢者のフレイル対策を推進する。

（公的サービスの産業化）
民間事業者も活用した保険者によるデータヘルスの取組について、中小企業も含めた企業による健康経営の取組との更なる連携を図り、健康増進、

重症化予防を含めた疾病予防、重複・頻回受診対策、後発医薬品の使用促進等に係る好事例を強力に全国に展開する。

概 要

６－②－ウ
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後期高齢者医療の被保険者に係る歯科健診

○ 口腔機能低下や肺炎等の疾病を予防するため、歯・歯肉の状態や口腔清掃状態等をチェックする歯科健診を実施することとし、広域連合に対して国
庫補助を行う。

○ 健康増進法による健康診査実施要領に規定されている歯周疾患検診を参考にしつつ、高齢者の特性を踏まえた検査内容を各広域連合で設定。
〈例〉 問診、口腔内診査、口腔機能の評価、その他（顎関節の状態等）

○ 市町村や都道府県歯科医師会等への委託等により実施

概 要

平成２８年度予算案 ５．４億円
（平成２７年度予算：６．１億円）

参考 （関連事業）

対象者 事業内容 実施主体 所管部局

歯周疾患検診 40歳、50歳、60歳、70歳の者 歯科医師等による歯周病検診 市町村 健康局

歯科保健医療サービス提供
困難者への歯科保健医療推
進事業

障害者や寝たきり高齢者等、医療サービ
ス提供困難者

歯科医師等による歯科健診や施設職員
への指導等

都道府県、政令市及び特別区 医政局

口腔機能向上プログラム

（介護予防・生活支援サービ
ス事業）

介護予防ケアマネジメントで支援が必要と
された者

歯科衛生士等が介護職員等と協働して、
口腔清掃や口腔機能訓練を実施

市町村 老健局

※７５歳以上の者のうち、ある程度健康を維持している者に対する口腔機能低下や肺炎等の疾病予防対策は、上記事業では対応できていない。

委託

市町村・都道府県歯科医師会等

医療機関・健診施設保険者（広域連合）
被保険者

契
約 受

診

民間事業者も活用した保険者によるデータヘルスの取組について、中小企業も含めた企業による健康経営の取組との更なる連携を図り、健康増進、
重症化予防を含めた疾病予防、重複・頻回受診対策、後発医薬品の使用促進等に係る好事例を強力に全国展開する。

経済財政運営と改革の基本方針２０１５（平成27年６月30日閣議決定）

６－②－エ
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予防・健康インセンティブ推進事業に係る経費

健康寿命の延伸と医療費の適正化を図るため、経済団体、保険者、自治体、医療関係団体等民間組織で構成
される「日本健康会議」において、2020年に向けて、インセンティブを推進する自治体を増やすなどの目標
を達成するための取組等の支援を行う。

①取組ごとにワーキンググループを設置し、厚労省も協力して具体的な推進方策を検討し、ボトルネックの
解消や好事例の拡大を行う
②「日本健康会議ポータルサイト」を開設し、例えば、地域別や業界別などの形で取組状況を「見える化」
し、競争を促す

事業概要

平成28年度予算（案）額：１．２億円

１）ヘルスケアポイント等情報提供WG

２）重症化予防（国保・後期広域）WG

３）健康経営500社WG

４）中小１万社健康宣言WG

５）保険者データ管理・セキュリティWG

６）保険者向け委託事業者導入ガイドラインWG

７）保険者からのヘルスケア事業者情報の収集・分析WG

８）保険者における後発医薬品推進WG

９）ソーシャルキャピタル・生涯就労支援システムWG

宣言１ 予防・健康づくりについて、一般住民を対象としたインセンティブを推進する自治体を800市町

村以上とする。

宣言２ かかりつけ医等と連携して生活習慣病の重症化予防に取り組む自治体を800市町村、広域連合を

24団体以上とする。その際、糖尿病対策推進協議会等の活用を図る。

宣言３ 予防・健康づくりに向けて47都道府県の保険者協議会すべてが、地域と職域が連携した予防に関

する活動を実施する。

宣言４ 健保組合等保険者と連携して健康経営に取り組む企業を500社以上とする。

宣言５ 協会けんぽ等保険者のサポートを得て健康宣言等に取り組む企業を１万社以上とする。

宣言６ 加入者自身の健康・医療情報を本人に分かりやすく提供する保険者を原則100％とする。その際、

情報通信技術（ICT）等の活用を図る。

宣言７ 予防・健康づくりの企画・実施を提供する事業者の質・量の向上のため、認証・評価の仕組みの

構築も視野に、保険者からの推薦等一定の基準を満たすヘルスケア事業者を100社以上とする。

宣言８ 品質確保・安定供給を国に求めつつ、すべての保険者が後発医薬品の利用勧奨など、使用割合を

高める取り組みを行う。

宣言（ＫＰＩ）を達成するためのワーキンググループ 健康なまち・職場づくり宣言2020

６－③
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■レセプト情報・特定健診等情報データの利活用促進事業

○ＮＤＢについては、「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和57年法律第80号）に基づき、保険者等により提供されるレセプト情報等
を収集保有し、主として全国（都道府県）医療費適正化計画の作成・実施及び評価のために調査分析を行うことを目的として構築されて
おり、厚生労働省内の利用や研究機関等への第三者提供など利活用の促進を図っているところ。

○「日本再興戦略」改訂2015（平成27年6月30日閣議決定）において、医療等分野でのデータの電子化・標準化を通じて、検査・治療・投薬
等診療情報の収集・利活用を促進することとしている。

事業の目的

事業概要等

平成28年度予算案

0.4億円

○レセプト情報等から得られる医療に関する情報について、地域別等に集計した「NDBオープンデータ」を作成・公表することで、レセプト
から得られる情報に対する国民の理解を深め、更に医療政策や医療の質の向上のためにレセプト情報等の利活用を促進する。

７－①
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■医療保険分野における番号制度の利活用推進事業

○「日本再興戦略」改訂2015（平成27年6月30日閣議決定）において、マイナンバー制度のインフラを活用した医療等分野におけ
る番号制度の導入として、①2017年7月以降早期に、医療保険のオンライン資格確認システムを整備し、医療機関の窓口で個人
番号カードを健康保険証として利用可能とする、②2018年度から、オンライン資格確認の基盤も活用して医療等分野における番
号の段階的運用を開始、など、医療等分野のICT化を徹底することとしている。

○具体的には、平成27年度の調査研究による技術的課題及び費用対効果などを踏まえ、医療保険のオンライン資格確認システムの
整備に向け、制度・システムの詳細について主に検討を進める。

医療保険のオンライン資格確認（イメージ）

平成28年度予算案

3.8億円
７－①
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オペレーションセンター

データセンター（サーバ及び周辺機器の設置場所を提供）

DPCデータベース管理運用システム

ＤＰＣデータ取込・加工

目的別ＤＢ
目的別ＤＢ作成

定型ファイル出力

目的別ＤＢ抽出・集計

各種
マスタ

ハードウェア保守
申請者からの集計条件等

に応じたデータ

DPC
データ

マスタ

データベースサーバ
ストレージサーバ
外部ストレージ

ソフトウェア保守

第三者提供利用

運用端末 ２台（想定）

第三者提供
支援業者

オペレーション利用

運用
管理者

厚労省
職員

ユーザ端末２台（想定）

※各サーバはイメージであり、物理的な構成を示すものではない。

一般的な
ＢＩツールも含む

DPC調査
サーバ

ETLサーバ

バックアップ
サーバ

DPCデータ
抽出等サーバ

厚生労働省利用

※システム構築後に発生
（平成29年度以降）

DPC調査
委託業者

DPC制度の運用

退院患者調査の結果報告
（年１回公表）

診療報酬改定等のための
個別集計

運用端末１台（想定）

DPCデータ抽出・集計

運用端末台数はDPC調査委託業
者の利用頻度に応じて調整

集計条件等入力

集計条件等入力

DPCデータに係るデータベース構築に係る経費

○ ＤＰＣデータについては、「「日本再興戦略」改訂2014」（平成26年6月閣議決定）等を受け、DPCデータ第三者提供の本格的な運用を目指し、DPCデータの
一元管理及び利活用を可能とするためのデータベース構築を進めている。

○ 平成29年度のシステム運用開始を目指し、平成27年度から28年度末にかけてデータベース構築を行う。平成28年度は、平成27年度の基本設計等を踏まえ、
・ システム開発（開発、機器導入、データ移行、テスト 等）
・ 運用（データセンター、オペレーションセンターの構築、ハウジング・環境構築 等）

に必要な経費を計上するものである。

ハード・ソフトウェア
保守

※システム構築後に第三者提供
支援業務が発生（平成29年度以降）

専用回線

専
用
回
線

・ 構成管理、稼働管理、性能管理
・ オペレーションセンター管理
・ セキュリティ管理
・ オペレーション管理
・ 変更、リリース管理
・ ヘルプデスク 等

平成28年度予算額 ： ４．７億円
（平成27年度予算額：1.3億円）

７－②
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医療保険者等におけるマイナンバーに係る情報セキュリティ対策

○年金の情報流出問題を受け、医療保険者等に対して、情報セキュリティ対策の徹底を要請（平成27年6月17日老発0617第1号・保発
0617第1号厚生労働省老健局長及び保険局長通知）したところであるが、十分なセキュリティ対策がとられていない医療保険者等に対し
ては、個人情報の流出防止のために十分なセキュリティ対策を早急に講じる等、再度要請（平成27年12月18日老発1218第1号・保発
1218第1号厚生労働省老健局長及び保険局長通知）したところである。

○医療や介護の情報をきちんと保護するとともに、マイナンバー制度を今後安全に運用していくためにも、十分なセキュリティ対策が必要
なことから、医療保険者等において各種セキュリティ対策を実施し、喫緊の課題を早急に解消する。

・通信ログ取得のための機能強化
・ネットワークの構築及び端末の増強 など

概要

（医療保険者等のセキュリティ対策強化）

平成28年度予算案

4.8億円

実施する主な対策

８
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平 成 28 年 度 に お け る 対 応 （案）
（東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等の被災者への対応）

○ 帰還困難区域等については、平成27年度は、保険者が行う窓口負担・保険料（税）の免除について、特別な
財政支援を実施しており、平成28年度においても平成27年度と同様の財政支援を継続

○ 平成26年度までに区域指定が解除された旧避難指示区域等については、上位所得層を除き、特別な財政支援
を実施しており、平成28年度においても平成27年度と同様の財政支援を継続

○ 平成27年度中に新たに区域指定が解除された旧避難指示解除準備区域（楢葉町の一部）については、
・ 9月末までは、平成27年度と同様の特別な財政支援を継続
・ 10月以降は、上位所得層を除き、特別な財政支援を継続

（※１）平成26・27年度における旧緊急時避難準備区域等及び旧避難指示解除準備区域等の上位所得層の取扱いについて、半年間の周知期間を設定しており、
旧避難指示解除準備区域（楢葉町の一部）についても同様の取扱いとする。

（※２）特別な財政支援の対象外となる上位所得層についても、保険者の判断により、窓口負担及び国保・後期高齢者医療・介護保険の保険料（税）の減免措置を、
引き続き行うことは可能。

帰還困難区域等
旧避難指示区域等・

旧避難指示解除準備区域

国保・
後期高齢者医療・
介護保険

窓口負担

10/10支援
（復興特会7/10,特別調整交付金3/10)

10/10支援
（復興特会7/10,特別調整交付金3/10)

・上位所得層は対象外
（旧避難指示解除準備区域（楢葉町の一部）

の上位所得層は、10月以降に限る）
保険料

(参考)
被用者保険

窓口負担
財政力に応じて0/3～3/3

（復興特会）

財政力に応じて0/3～3/3
（復興特会）

・上位所得層は対象外
（旧避難指示解除準備区域（楢葉町の一部）

の上位所得層は、10月以降に限る）

（参考）上位所得層を区分する指標としては、市町村の負担に配慮し、高額療養費の上位所得の判定基準を参考とする。
・ 国保、後期高齢者医療 … 世帯に属する全ての被保険者の旧ただし書き所得の合計額が年間600万円以上（全国の国保被保険者の約４～５％）
・ 介護保険 … 個人単位で医療保険と同程度となる基準を設定
・ 被用者保険 … 被保険者の標準報酬月額53万円以上

平成２８年度予算（案）額 ８７．３億円
平成２７年度予算 ９０．８億円

９
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東日本大震災発生当初の
避難指示区域等

避 難 指 示 区 域 等 （※） の 解 除 ・ 再 編 の 経 過

平成26年度末現在の
避難指示区域等の状況

（※） 避難指示区域等とは、平成23年度に設定された①警戒区域、②計画的避難準備区域、③緊急時避難準備区域、④特定避難勧奨地点（ホットスポット）の４つの
区域等をいう。（解除・再編された区域等を含む。）

○ 旧緊急時避難準備区域等の上位所得層は、平成26年
10月１日以降、特別な財政支援の 対象外としている。

○ 平成26年度中に解除された旧避難指示解除準備区域
（田村市の一部及び川内村の一部）及び特定避難勧奨地
点（南相馬市の指定箇所）の上位所得層は、平成27年10
月１日以降、特別な財政支援の対象外としている。

緊急時避難準備区域

：平成23年９月30日解除

避難指示解除準備区域
田村市の一部

：平成26年４月１日解除
川内村の一部

：平成26年10月１日解除

特定避難勧奨地点
（南相馬市の指定箇所）

：平成26年12月28日解除

平成27年9月5日現在の
避難指示区域等の状況

避難指示区域の概念図

避難指示解除準備区域

楢葉町：平成27年９月５日解除

○ これまでに指定が解除された区域の取扱いと同様に、
平成27年度中に解除された旧避難指示解除準備区域 （楢
葉町の一部）の上位所得層は、平成28年10月１日以降、特
別な財政支援の対象外とする。（案）

避難指示区域の概念図

９
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